
■第7期（平成30年度から平成32年度）までの間の地域区分の適用地域
1級地 2級地 3級地 4級地

上乗せ割合 20% 16% 15% 12%

地域 東京都 東京都 埼玉県 茨城県
　特別区 　町田市（第7期） 　さいたま市（4級） 　牛久市（5級）

　狛江市 千葉県 埼玉県
　多摩市 　千葉市 　朝霞市（5級）

神奈川県 東京都 千葉県
　横浜市 　八王子市 　船橋市
　川崎市 　武蔵野市 　成田市（5級）

大阪府 　三鷹市（5級） 　習志野市（5級）

　大阪市 　青梅市（5級） 　浦安市
　府中市 東京都
　調布市 　立川市
　町田市（第6期） 　昭島市
　小金井市 　東村山市
　小平市 　東大和市
　日野市 　清瀬市（5級）

　国分寺市 神奈川県
　国立市（4級） 　相模原市
　稲城市 　藤沢市
　西東京市 　逗子市（5級）

神奈川県 　厚木市
　鎌倉市 大阪府
愛知県 　豊中市
　名古屋市 　池田市
大阪府 　吹田市
　守口市 　高槻市
　大東市 　寝屋川市
　門真市 　箕面市
　四条畷市 兵庫県
兵庫県 　神戸市
　西宮市
　芦屋市
　宝塚市

地域数 23 5→6 21→24 18→22
※この表に掲げる名称は、平成30年4月1日においてそれらの名称を有する市、町、村又は特別区の同日におけ

　る区域によって示された地域とする。(   )内の数字は現行の級地です。
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